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平成３０年度における主要施策の成果に関する説明書 

 

議案第  号「平成３０年度熊取町一般会計歳入歳出決算認定について」、  

議案第  号「平成３０年度熊取町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」、 

議案第  号「平成３０年度熊取町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、 

議案第  号「平成３０年度熊取町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」、 

議案第  号「平成３０年度熊取町墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について」、 

議案第  号「平成３０年度熊取町水道事業会計決算認定について」及び 

議案第  号「平成３０年度熊取町下水道事業会計決算認定について」  

の各決算につきまして、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第

４項の規定に基づき、議会の認定をいただきたく、ご提案申し上げるものです。 

なお、平成３０年度各会計の決算書をはじめ、関係書類をあらかじめ配付しており

ますので、あわせてご覧ください。 

はじめに、各会計の全般的な状況からご説明申し上げます。 

 一般会計につきましては、決算規模では歳入・歳出とも前年度に比べ大幅に増加し、

実質収支におきまして、平成２９年度に引き続き黒字決算となりました。 

歳入総額ですが、２０２億１１８万１，４２３円となっており、前年度決算額と比

べると、７５億８，７７０万６，０４４円増加しています。 

 次に、歳出においては、１９９億８，２２８万２，４４４円となっており、前年度

決算額と比べると、７４億６，２７７万２，２２７円増加しています。 

これら歳入歳出の差２億１，８８９万８，９７９円を翌年度へ繰り越すものですが、

この繰越額には、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費繰越額１億２，１６３万 

７，６６４円及び事故繰越し繰越額１１１万７，８００円が含まれておりますので、
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これを差し引いた実質収支は９，６１４万３，５１５円の黒字となっています。 

国民健康保険事業特別会計につきましては、歳入は５３億６，６３１万９，８０５

円、歳出は５３億２，６４５万４，１６３円で、歳入歳出の差引は３，９８６万 

５，６４２円の黒字となり、これを平成３１年度に繰り越しました。 

後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入は５億８，６６２万７，１７６円、

歳出は５億８，３０８万８，６１８円で、歳入歳出の差引は３５３万８，５５８円の

黒字となり、これを平成３１年度に繰り越しました。 

介護保険特別会計につきましては、歳入は３３億９，８３１万６，５２９円、歳出

は３３億７，１３６万５，５９２円で、歳入歳出の差引は２，６９５万９３７円の黒

字となり、これを平成３１年度に繰り越しました。 

墓地事業特別会計につきましては、歳入は１，２２１万８，７３９円、歳出は 

１，２２１万８，７３９円となり、歳入歳出とも同額となりました。 

水道事業会計につきましては、総収益は９億１，１３８万６，５４８円で、総費用

は８億７，６８８万７，８７２円となり、差引３，４４９万８，６７６円の当年度純

利益となりました。これに、平成２９年度からの繰越利益剰余金１億１，０２０万 

４，７８４円及びその他未処理利益剰余金変動額４，０００万円を加えた結果、１億

８，４７０万３，４６０円の当年度未処分利益剰余金を計上することができました。 

下水道事業会計につきましては、総収益は１０億７，９１３万４２８円で、総費用

は１０億３，４１５万３，３８４円となり、差引４，４９７万７，０４４円の当年度

純利益となりました。 

 

続いて、平成３０年度において重点的に取り組んだ施策についてご説明いたします。 

平成３０年度の町政運営においては、「熊取町第４次総合計画」及び「第３次行財政
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構造改革プラン」が同時にスタートした年であったことから、持続可能で身の丈に合

った行財政運営の基盤づくりに努めるとともに、安全・安心なまちづくり、子どもの

育ちを支えるまちづくり、にぎわいのあるまちづくりを中心に、住民の皆様との対話

を重視した、民間目線のスピード感をもった行政運営を心掛けてまいりました。 

それでは、平成３０年度の具体的な事業について申し上げます。 

最初に、住民協働・住民参画については、住民等と行政が連携・協力し、それぞれ

の特性を発揮しながら、まちづくりに取り組む「協働のまちづくり」の目指す姿や協

働の理念を定めた「熊取町協働憲章」について、現代の課題を整理し、時代に即した

「協働のまちづくり」を発展的に推進するため、平成３１年１月に改訂いたしました。 

防災については、平成３０年９月に上陸した台風第２１号により、道路、公共施設

等に多くの被害が発生し、民間住宅をはじめ、未だ完全復旧に至っていない状況です。

災害見舞金等支給条例を制定し、被災者の方々への支援となるよう努めたところです

が、改めて日頃の備えの大切さを認識し、一人一人の防災意識の向上に資するため、

引き続き自主防災組織の結成の促進に努め、各区・自治会のご理解・ご協力により、

結成率１００％を達成することができました。 

また、自主防災組織連絡協議会の活動を通じて、組織間の情報交換・連携強化を進

め、自助・共助の意識を醸成するとともに、地域防災力の向上に努めました。 

子育て・保育については、多様化・複雑化する保育ニーズに対応すべく、認定こど

も園の許可を受ける民間幼稚園の施設整備を支援するとともに、障がい児保育を実施

する民間保育所等に対する補助制度の拡充を行いました。 

また、公民連携のもと、保育所及び学童保育所における待機児童“ゼロ”の継続に、

引き続き取り組んできたほか、令和元年度からの受入枠拡大のため、中央学童保育所

及び西学童保育所において施設整備を実施するとともに、保育環境を改善すべく、空
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調設備の増設を行いました。 

さらに、妊娠期から子育て期にかけて、切れ目のない支援を行うことにより、子育

ての悩みを分かち合い、地域へ一歩踏み出すきっかけとなるよう、本町の特長的な取

組であるホームスタート事業の実施や、地域子育て支援拠点事業の実施など、地域団

体と連携しながら、地域の子育て支援の充実に努めてまいりました。 

学校教育については、教職員の負担を軽減することで、子どもたちと向き合える時

間を確保するため、引き続き、英語指導助手、学校図書館司書、スクールソーシャル

ワーカーや教育相談カウンセラーなどの専門的人材を配置し、児童・生徒へのきめ細

かなサポートに重点を置いた取組を進めました。さらに、平成３１年４月にスクール

ソーシャルワーカーを１人増員したことで、全小学校区への配置を行い、大阪府内に

おいて、際立って高い配置率となりました。 

また、各関係機関への要望活動や、国会議員をはじめとする議員の皆様のご支援に

より採択された国庫補助金も有効に活用して、児童の授業環境を改善し、学習により

集中できるよう、全町立小学校において、普通教室及び特別教室の空調整備を完了し

ました。これにより、令和元年度から夏休み期間を短縮し、令和元年８月２６日から

第２学期を開始したところです。加えて、懸案であった小学校トイレの洋式化に着手

し、現在も鋭意整備を進めているところです。 

生涯学習については、一般社団法人自治総合センターの助成金を活用して子ども読

書活動推進事業を実施し、絵本作家によるワークショップ・えほんライブ、療育事業

や支援学級に通う子どもとその家族を対象とした企画等を開催することにより、子ど

もの読書活動を推進するとともに、誰もが読書に親しめる環境づくりに努めました。 

健康・長寿については、平成２９年度に引き続き、介護予防の効果的なツールであ

る「タピオ体操＋（プラス）」を活用した、「タピオステーション」の立ち上げ支援・
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継続支援を実施するとともに、「タピオステーション応援団」として、芸能事務所所属

の若手芸人の派遣や、町内大学の学生、地域ボランティアの参画をコーディネートす

ることにより、住民主体の通いの場づくりに努めました。 

 また、昭和５６年以前の旧耐震基準により整備された老人憩の家について、耐震化

を計画的に進めるため、５か所を対象に耐震診断を実施しました。今後は、要望活動

により得た国の交付金を活用し、さらに加速させて推進してまいります。 

市街地整備については、熊取駅西整備事業として、引き続き、泉佐野市及び大阪府

をはじめとする関係機関との協議を行い、熊取駅西交通広場整備に係る事業認可を取

得のうえ詳細設計等に着手するとともに、引き続き「地域の魅力づくりプロジェクト

＜熊取＞推進協議会」による駅周辺の緑化プロジェクトを進めるなど、本町の玄関口

にふさわしい良好な市街地の形成に向けた取組を進めました。 

道路交通網の充実については、大阪岸和田南海線の事業推進をはじめとする各種要

望活動を実施しました。また、町道小谷穴釜線道路改良事業が、平成３１年３月に事

業完了をむかえることができました。 

加えて、地域幹線道路網等の整備に向け、児童生徒の通学時の安全確保のための町

道久保高田線歩道拡幅事業において、測量設計業務を実施し、令和元年度に用地買収

に取り組み、令和２年度から工事に着手のうえ、早期の完了を目指します。 

水道事業については、水道水の安定供給を図るため、重要給水施設へ供給する管路

の耐震化工事を実施するとともに、希望が丘配水池の耐震化事業に着手しました。 

また、平成３０年１０月９日に大阪広域水道企業団と水道事業の統合に向けての検

討、協議に関する覚書を締結し、令和３年度からの統合に向けた統合素案の作成に着

手しました。 

下水道事業については、小垣内、大宮、久保、野田及び大原地区において、公共下



6 

 

水道工事を実施し、年度末人口普及率が８１．１％となりました。 

また、下水道事業の経営状況を一層明確にするため、平成３０年４月から、下水道

事業の地方公営企業法の適用を開始し、経営の効率化・健全化を図りました。 

公園施設の整備・長寿命化については、「熊取町公園施設長寿命化計画」に基づき、

国の社会資本整備総合交付金を活用し、「まちなか」公園の整備として、遊具等更新工

事を実施しました。 

自然環境については、将来に、桜の名所・永楽ダムを残す取組として、本町の貴重

な自然資源である永楽ダム周辺の桜の保全に着手し、桜が植えられている箇所の下草

刈りや、雑木の伐採を実施したところです。 

住環境については、ごみ処理の広域連携に向けた取組を進めており、平成３０年 

１２月には「循環型社会形成推進地域計画」を、また平成３１年２月には「新ごみ処

理施設整備基本構想」を策定し、「新広域ごみ処理施設整備に伴う委託業務の負担金協定 

書」を締結しました。このほか、施設長寿命化に向けた改修・整備等を実施しました。 

循環型社会については、地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業を活用した、

地球温暖化対策実行計画策定に向けた各種調査を実施したほか、令和３年度からの泉

佐野市田尻町清掃施設組合へのし尿処理事務の委託化に向けた、関係機関との協議を

実施しました。 

観光・交流については、熊取町駅前観光案内所として運営してきた「駅下にぎわい

館」を、くまとりにぎわい観光協会の活動拠点とし、観光案内所機能の強化を図って、

平成３１年４月１７日にリニューアルオープンしました。 

また、新たな観光スポットを創設するため、果樹農園支援事業を実施しました。野

外活動ふれあい広場隣接地へブルーベリー農園を開園する団体への補助により農園が

完成し、令和元年７月１５日にお披露目会が開催されました。当日は、町議会議員、
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各区、自治会長の皆様をはじめ、多くの方が来園され、令和２年夏のオープンが待ち

遠しいところです。 

行財政改革については、先頭に立って行財政改革を推進する立場にある者として、

町長、副町長、教育長の給与削減を実施しました。 

また、「くまとりふるさと応援寄附」につきまして、歳入確保策の一つとして、町長

就任以来、積極的に取り組んできた結果、平成２８年度に約４億円、平成２９年度に

約３億４千万円と着実に成果を上げてきたところです。平成３０年度においては、魅

力的な返礼品の企画に注力し、寄附件数が６万８，３９２件、寄附総額は７６億 

４，１８７万２，０１２円となりました。これらの成果により、「くまとりふるさと応

援基金」の残高が約３９億円となり、「防災基金」として１０億円を積み立てたほか、

子育て・教育に関する事業など、貴重な財源として活用させていただきます。 

また、住民の皆様の利便性向上を目的として、スマートフォンアプリによる町税等

の納付を開始するとともに、大阪府域地方税徴収機構への参加等により、町税では前

年度比０．８ポイント上昇の９７．８％の徴収率を達成しました。 

また、平成３０年１０月から、本町窓口での旅券発給事務を開始し、住民の皆様に

最も身近な役場窓口においてパスポートの申請・取得ができることで、利便性の向上

を実感していただけていると考えております。 

情報の公開については、住民の皆様からの忌憚のないご意見を伺い、開かれた行政

をともにつくることを目的として実施してきたタウンミーティングや直接対話につい

て、皆様のご協力のもと、順次、開催した結果、タウンミーティングについては、全

５回の開催で、計１２２人の方にご参加いただき、多くの貴重なご意見を賜りました

ことに感謝を申し上げます。今後も、住民の皆様との情報共有を図りながら、開かれ

た行政運営に取り組んでまいります。 
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また、平成１９年に発覚した談合問題に関する記者会見を、平成３０年１２月に町

議会議長とともに行い、回収の見込みなどを報告するとともに、二度とこのような事

件が起こらないよう宣言いたしました。 

以上、重点的に取り組んだ施策のほか、各主要施策の推進にあたりましては、年度

当初にお示ししました町政運営方針及び所信表明での考え方や方向性を基本に、社会

経済環境の変化を的確に見極めながら、計画的かつ効果的な行財政運営に努めたとこ

ろです。 

なお、次ページ以降の「主要施策成果等一覧表」は、主要施策の事業内容や実施状

況等について、第４次総合計画に定める将来像の実現に向けた施策の大綱に従い、整

理していますので、後ほど、ご覧ください。 

 最後になりますが、平成３０年度の様々な施策について、成果報告できましたこと

に深く感謝申し上げます。改めて、この一年を振り返りますと、平成３０年度が、こ

れからの、５年、１０年先の本町のまちづくりにおいて重要な年であったと感じてお

ります。 

 平成３０年度は、台風第２１号による被害とその後の復旧作業において、最も身近 

な基礎自治体として、住民の皆様の生命と財産を守ることの重要性を身をもって感じる 

とともに、自然災害に対する日頃の備えの重要性を教訓として学んだ年でありました。 

 また、ふるさと納税では、全国７位という成果を挙げ、多くの貴重な財源を確保で

きたという点においても、今後の行政運営において意義深い年であったといえるので

はないでしょうか。 

今後におきましても、安全・安心をまちづくりの基本と位置付け、貴重な財源を有

効活用し、第４次総合計画の将来像の実現に向け、住民の皆様との積極的な対話を進

めながら、自然に恵まれた豊かな住環境の中で、子どもから若者、高齢者まで、いつ
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までも元気でいきいきと、永く楽しく日常生活を送り続けることができるまちづくり

を推進してまいりますので、引き続き、議員各位をはじめ、住民の皆様方のご支援、

ご協力をお願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。 


